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第１章 東海市災害ボランティアセンターとは 

 

１１  災災害害ボボラランンテティィアアセセンンタターーのの理理念念  

  大規模災害時に、住民、ボランティア、関係機関とともに東海市の一日も早い復

興を目指す。 

  ⑴ 一人ひとりを大切にした救援、復旧活動に努める。 

  ⑵ 被災された方の目線で考えた救援、復旧活動に努める。 

  ⑶ 「一人の力は一人分」無理のない計画的なボランティア活動に努める。 

⑷ 一人ひとりの生活を見据えた「よりそう」ボランティア活動に努める。 

  ⑸ 復興まで、地域づくりに「よりそう」活動に努める。 

 

２２  災災害害ボボラランンテティィアアセセンンタターーのの位位置置づづけけ  

  

 「東海市地域防災計画 東海市水防計画」 

第３編 災害応急対策 ／ 第４章 応援協力・派遣要請」より 

  【基本方針】 

    被災地の速やかな自立や復興を進めるために、県に登録されたボランティア

グループ等の受入れはもとより、災害時に全国各地から集まるボランティアに

ついての窓口を設置して適切な受入れを行うことにより、ボランティア活動が

円滑に行われるよう努めるものとする。 

また、市は、社会福祉協議会、日本赤十字社などのボランティア関係団体と

連携し、災害時にボランティアの受入れが円滑に行われるよう活動環境を整備

するとともに、ボランティア・コーディネーターを確保できる受入れ体制の整

備を推進するものとする。 

  【第４節 ボランティアの受入】 

   開設主体  ・東海市 ・社会福祉法人東海市社会福祉協議会 

 

３３  災災害害ボボラランンテティィアアセセンンタターーのの設設置置目目的的  

  ⑴ 阪神淡路大震災以降、災害時における被災者支援のボランティア活動は必要

不可欠なものとして広く認識されており、東日本大震災においても、被災者
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や被災地の復興支援において重要な役割を果たしている。 

  ⑵ 災害ボランティアセンターは、被災者・被災地支援のための応急対策を円滑

に遂行するとともに、被災者・被災地の一日も早い復興を目指して地域の再

生を進めるために、関係機関やボランティア、市民活動団体等と協力しなが

ら、ボランティアによる救援活動を効果的・効率的に展開することを目的に

設置する。 

 

４４  災災害害ボボラランンテティィアアセセンンタターーのの役役割割とと機機能能  

  ⑴ ボランティアの活動拠点（しあわせ村、支部（サテライト）） 

  ⑵ 住民のボランティアニーズの相談・受付、被災者ニーズの把握 

  ⑶ ボランティアの受入れ 

  ⑷ ボランティア活動保険の加入手続き 

  ⑸ ボランティアの紹介 

  ⑹ 総合的な生活支援に向けた情報提供・連絡調整 

  ⑺ 住民・要配慮者の要望集約 

  ⑻ 情報発信 

  ⑼ 関係機関・団体との災害時対応ネットワークの形成 

  ⑽ 住民組織・福祉団体への活動支援 

  ⑾ 復興、新たな地域づくりへの提言 

 

５５  東東海海市市災災害害ボボラランンテティィアアセセンンタターー設設置置・・運運営営ママニニュュアアルルににつついいてて  

  ⑴ 災害時の災害ボランティアセンターの設置・運営に関する基本的な考え方及

び大規模災害発生時等の具体的な運営や活動について定めている。 

  ⑵ 大規模災害に備えた準備のため、また、実際に災害が発生した場合にはスタ

ッフの活動方針とする。 

  ⑶ 災害ボランティアセンターの設置・運営にかかる研修や訓練及び各地の自然

災害とその対応を教訓として、随時見直しを行うものとする。 
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＜レイアウトモデル図（屋外 モニュメント広場）＞ 
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第６章 災害ボランティアセンターの感染症対策 

 

 

 感染の危険箇所、場面等の確認をする。 

⑴ 接触回数が多い班（ニーズ受付、ボランティア受付、活動オリエンテーショ

ン、活動資機材、活動報告、衛生・救護）については、消毒・備品の設置ま

たは、消毒方法の対策をする。 

⑵ ボランティア受付や待機場所等が屋内の場合は「密集・密接・密閉」される

場所を特定し、換気や距離を明確にする。 

⑶ 飛沫感染防止のため、大声を出したり、息が荒くなるような場面（事前オリ

エンテーション、活動紹介、活動オリエンテーション等）を最小限に抑える。 

⑷ 食事中は、飛沫感染を防ぐため、黙食をし、マスクをしてから会話をする。 

 

 

⑴ 基本的な感染症対策として「密集・密接・密閉」の回避と、マスクの着用を

徹底する。 

⑵ 入口等に検温用非接触式体温計等設置や手指消毒用アルコール消毒液を準備

する。 

⑶ 手洗いの徹底を行い、密集を防ぐために手洗い場を増設する。また、手洗い

場にハンドソープやペーパータオルを設置する。 

⑷ トイレは感染リスクが高いため、常に消毒を徹底する。共有でタオルの使用

はせず、ペーパータオルを使用する。 

⑸ 屋内施設では、人と人との距離を２ｍ（少なくとも１ｍ）維持した場合、収

容できる人数（運営スタッフ含む）を試算し、収容定員の５０％以下を目安

とする。1 日の募集予定人数を超えた場合は受入れ不可とする。 

⑹ 受付、待機場所は、２ｍ（少なくとも１ｍ）間隔に印を付け、距離をとる。 

⑺ 受付が密になる場合は、整理券（来所時間記入）を配布する。 

⑻ 屋内では１時間に２回以上の換気（２方向の窓を１回数分程度全開）をする。 

  ※窓のない部屋については使用不可。 

 １１  事事前前準準備備  

 ２２  運運営営感感染染対対策策のの基基準準  
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⑼ 「接触確認アプリ」の活用を呼び掛ける。（万が一被災地において感染者が確

認された場合、迅速に濃厚接触者を特定するため） 

⑽ 事前オリ、活動紹介、活動オリ担当や誘導スタッフが大声を出さないために

マイク・スピーカーを使用する。（マイクは使用の都度消毒） 

⑾ 屋内の場合、ドアノブやテーブル、いすの背もたれ等共有物品については、

重点的に消毒する。 

⑿ 鉛筆、ボールペン、椅子や机等を拭く消毒係をつくる。 

⒀ 活動時のルールについてはチラシ、ホームページ、Facebook、ブログ等で事

前に周知する。 

⒁ 受付の付近に、感染症対策の「参加ルール」（拡大印刷）を掲示する。  

※拡大印刷 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 個人活動者は、市内在住者限定とする。但し、団体や企業の受付はする。 

⑵ 県内（近隣市町）の情報収集を行い、受入れ・活動再開について検討する。 

⑶ 受入れ体制（感染症拡大防止対策）が整い次第、受入れを開始する。 

 

 

   ⑴ 市内感染の場合は、受入れ活動を一時中止とする。 

⑵ 甚大な被害の地域に支部（サテライト）を設置し、小規模（コミュニティ） 

単位での活動に切り換える。 

⑶ 支援内容（至急・通常）、支援対象者の優先順位（75 才以上高齢者のみ、障が

い者、母子世帯等）を設定し、再開に向けて検討する。 

⑷ 受入れ体制（感染症拡大防止対策）が整い次第、受入れを開始する。 

 

感染症拡大防止のためのお願い 
1 体温計で体温を測ってから来所する 
2 咳エチケット・マスク着用を徹底すること 
3 ボランティア活動の際は手の消毒をすること 
4 食料、飲み物は各自で用意すること 
5 募集予定人数を上回る場合、感染を避けるため活動制限を行う 

 ３３  ボボラランンテティィアア受受入入基基準準とと情情報報発発信信  

 県県内内感感染染者者ががいいるる場場合合  

 市市内内感感染染者者ががいいるる場場合合  
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   ⑴ 参集の密を防ぐために、社会福祉協議会のホームページでの事前登録制を検

討する。 

⑵ ボランティア受入人数や災害ボランティアセンターの状況を随時、社会福祉

協議会のホームページ、Facebook にて情報発信する。 

⑶ センターの開所・閉所、変更事項については、迅速にホームページ、Facebook、 

ブログ等で周知をする。 

 

 

⑴ 活動者の発熱（37.5℃以上、または平熱比より 1℃超過）、風邪症状がある場

合は活動を見合わせる。また、発熱・風邪症状の家族がいる場合も同様とす

る。 

⑵ 検温等（定期）の健康チェックをする。（登録票に掲載） 

⑶ 飛沫感染を防止するため、ボランティア活動中はマスクを着用する。         

⑷ 会話する際は、マスクを着用し、正面に立つことを避け、十分な身体的距離 

を保つ。 

⑸ 熱中症予防のためにこまめに休憩・給水をとる。リーダーは定期的に（20～

30 分）メンバーに声掛けし休憩・給水を促す。 

⑹ 手洗い、手指消毒等の基本的感染症予防対策の徹底する。（携帯用消毒液各自

持参） 

 

 

⑴ 発熱や風邪症状がある場合は活動を見合わせる。 

⑵ マスク着用や手指消毒等、基本的感染症予防対策を徹底する。 

⑶ 災害ボランティアセンターの運営業務に従事する際には、「感染症対策チェ

ックリスト」を記入する。 

⑷ 全体のスタッフ会議は短時間で終わるよう事前にメモや掲示をする。 

⑸ 感染予防に漏れがないように、災害ボランティアセンター開所前の準備や閉

所後にチェックリスト化し、「ヌケ・オチ・ムラ」を防ぐ。 

 

 情情報報発発信信  

 ４４  ボボラランンテティィアア参参加加ルルーールル  

 ５５  運運営営ススタタッッフフルルーールル  
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   ⑴ 県内感染症拡大状況下において、災害ボランティアセンター応援スタッフ（県

外相互応援協定先（Ｐ４１）、都道府県社協職員、支援団体等）の受入れは見

合わせる。 

  ⑵ 市内感染症拡大が収束に向かった場合、状況に応じて体制を整えたのち、受

入れを再開する。 

 

 

⑴ 活動中に症状が出た場合は直ちに活動を取りやめ、災害ボランティアセンタ

ーに連絡をする。 

必ず災害ボランティアセンターの責任者が迎えに行く。（災害ボランティア

センター運営スタッフに症状が出た場合も同様）発熱など感染症が疑われ

る場合は、運転手 1 人、当事者 1 人で帰所する。 

⑵ 活動中に症状が出た者には、換気が良く、他の人とは離れた場所に自己隔離

をし、連絡先を確認した後、帰宅させる。 

⑶ 保健所等に設置している「帰国者・接触者相談センター」に相談し指示に従

うよう促す。 

⑷ 活動中に症状が出た者には、本人及び濃厚接触者（１５分以上１ｍ以内にい

た人又は、マスク無しで会話した人等）全員に同意を取って氏名、連絡先、

接触歴を確認する。 

⑸ 必要な場合は活動場所の消毒をする。 

⑹ 保健所又は医療機関に連絡し、指示に従って受診を促す。（やむを得ず車で送

迎する場合、外気導入と後席の窓を開けて車内の空気を循環させる） 

⑺ 後日、診断結果を災害ボランティアセンターに連絡するようお願いさせる。 

 

 

  ⑴ 症状が出た時点で、センターへの連絡を徹底する。 

  ⑵ 保健所からの問い合わせに備え、その方が参加した活動について他のボラン

ティアや支援を受けた住民の名簿を確認する。 

 ６６  応応援援ススタタッッフフ  

 ７７  活活動動中中にに発発熱熱、、風風邪邪症症状状ががああっったた場場合合のの対対応応  

 ８８  活活動動後後（（帰帰宅宅後後））ののボボラランンテティィアアやや被被災災者者にに発発熱熱、、風風邪邪症症状状ががああっったた場場合合  
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  ⑶ 他のボランティアや支援を受けた住民への連絡、今後の活動の継続の可否判

断は、保健所に相談する。 

  ⑷ 災害ボランティアセンター内（本人が触れた箇所・周辺）の消毒をする。 

 

 

 

  ⑴ 感染者が出た場合は、活動に関わらず（活動前に感染していた場合でも）、

地域の方に不安を広げないために、適切な情報を開示する。 

  ⑵ 情報開示については、保健所、行政と十分に協議した上で感染者本人の同意

を得る。（行動歴等で具体的な場所を公表する場合は、その場所の管理者の

同意も必要） 

  ⑶ 情報開示及び質問への対応をする場合、責任者を窓口として対応する（個別

で応対しない）また、情報の開示はすみやかに行う。 

 
※新型コロナウイルス感染が懸念される状況における災害ボランティアセンターの設置・運営等について（2021.6.10）参照 
※新型コロナウイルスの状況下における衛生に配慮した災害ボランティアセンター運営上の留意点(2020.7.15)参照 

 ９９  情情報報のの開開示示  
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4　　活動オリエンテーション班活動オリエンテーション班

5　　活動資機材班活動資機材班

7　　衛生・救護班衛生・救護班

6　　送迎班送迎班
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第８章 支部（サテライト）の運営 

 

１１  設設置置のの根根拠拠  

  甚大な被害が災害ボランティアセンター本部より遠方の場合、より支援を迅速に

行うため、被害地域に隣接した公共施設等に災害ボランティアセンターの支部(サ

テライト)機能を置き、被災者の声をいち早く聞きとり活動につなげていく。 

 

２２  設設置置のの検検討討、、決決定定  

  市災害対策本部と災害ボランティアセンター本部による協議のうえ、支部(サテラ

イト)の設置を決定する。 

 

３３  場場所所のの確確保保  

  ⑴ 二次災害による被害がないこと。 

⑵ 避難場所と同じ建物ではないこと。 

  ⑶ 駐車場の確保ができること。 

  ⑷ 水道、トイレ等の確保ができること。 

   

４４  運運営営のの体体制制  

  本部の運営を最優先し、的確に人的、物的配置を進めていく。 

  ⑴ 社協職員２人、コーディネーター３人程度配置 

  ⑵ 社協職員のうち１人を責任者として配置 

  ⑶ 地域住民、自主防災組織（コミュニティ）、民生委員・児童委員と協力 

  ⑷ 本部と同機能で実施（Ｐ１０） 

  ⑸ 市内の協定先（Ｐ４１）との連携を重視し活動内容と手段を検討 
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５５  運運営営のの方方法法  

  支部(サテライト)における基本事項 

ニーズ受付 
ア 本部と支部の該当地域を明確にし、受付の重複、書類

の管理の不備等が発生しないよう事前に調整する。 

ポスティング 

（広報） 

ア 該当地域の住民へ、災害ボランティアセンター支部

(サテライト)の設置及び活動内容等の広報を行う。「災

害ボランティアセンター（支部）開設案内チラシ」（様

式３－２）を使用する。 

イ 自主防災組織（コミュニティ）と情報の共有を図る。 

事前 

オリエンテーション 

ア 到着後、手続き等の説明を確認する。 

イ 本部で説明を受けているボランティアも同様に確認

する。 

ボランティア受付 

ア 団体及びグループでの活動者は代表者が受付する。 

イ 本部で個人登録票（様式２－３）を記入したボランテ

ィアは、活動確認のため支部(サテライト)においては受

付簿（様式２－４）で受付をする。 

ウ 未登録の人は個人登録票（様式２－３）を記入する。 

エ ボランティア活動保険の加入確認する。 

活動 

オリエンテーション 

ア 該当地域での活動は、支部において確認する。 

イ 本部との重複するものについても確認する。 

活動資機材貸出 

ア 不足品については本部と連絡し補充。補充物品は記録

し返却時に確認をする。 

イ 支部(サテライト)からの当日貸出物品は同場所に返

却する。 

活動報告 

ア 活動オリエンテーションの実施場所で報告をする。 

イ 支部(サテライト)と本部の行き違いがないようにす

る。 

ウ 活動日ごとに本部へ報告を行う。 

マスコミ等対応 ア 総務係調整班渉外担当において対応する。 

 

６６  活活動動のの決決定定  

  ⑴ 活動に関する決定は本部とする。 

⑵ 本部からの指示のもと支部(サテライト)の責任者による決定も可能とする。 

 

７７  ロローーララーー（（巡巡回回））にによよるる活活動動  

  ⑴ 迅速な支援活動につなげていくため、地域を巡回しニーズを発掘する。 

⑵ 人員体制や依頼内容によってはその場ですぐに対応することも可能とするが、
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支部(サテライト)の活動オリエンテーション班への活動前連絡、報告は必ず

行う。 

 

８８  連連絡絡のの体体制制  

  ⑴ 携帯電話及び無線機等の機器により、本部との連絡を取る。 

  ⑵ 機器による連絡ができない場合は、人的手段により定期的に行う。 

 

９９  各各種種様様式式のの管管理理  

  ⑴ 各種様式について、様式は本部と同様の用紙を使用するが、本部との混同を

避けるため右隅を斜めに切り落とした用紙を使用する。 

  ⑵ 管理については、本部と支部(サテライト)を分けて管理する。 

 

１１００  １１日日のの流流れれ（（支支部部））  

  

時 間 内 容 備 考 

８：００ スタッフ集合 本部集合 

８：１５ 全体ミーティング 本部 

８：３０ 支部ミーティング 本部より移動 

９：００ 活動開始 
ボランティアの受付 

ニーズの受付 

１２：００ 
本部連絡 

昼食休憩 

活動状況、件数報告 

１時間 

１４：００ ボランティア受付終了  

１５：３０ 活動終了 本部終了（１６：００） 

１６：３０ 支部ミーティング 支部より移動（本日の確認） 

１７：００ 全体ミーティング 本部 

１７：３０～ 支部ミーティング 本部（今後の確認） 

 

１１１１  レレイイアアウウトト  

  ⑴ 設置場所、人員により各係や班の配置を決定する。 

  ⑵ 最小範囲としてテント２張り分を想定する。 
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  ⑶ 机４本、いす８脚程度を想定し、看板を道路及びサテライトに設置する。 

 

１１２２  設設置置のの予予定定場場所所  

  「３ 場所の確保」の基準を前提に、市災害対策本部と災害ボランティアセンタ

ー本部による協議のうえ選定する。 

 

１１３３  閉閉鎖鎖のの決決定定  

  ⑴ 災害ボランティアセンター本部において協議する。 

  ⑵ 市災害対策本部など関係機関と協議のうえ決定する。 
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第９章 平常時の活動 

 

１１  ネネッットトワワーーククのの確確立立  

  災害時における支援活動では、平常時からのつながりや取り組みが重要である。 

平常時より災害に備えた関係機関・団体やボランティア等のネットワーク・協力 

体制の構築・人材育成、資機材の整備、災害ボランティア・ボランティアコーディ

ネーター育成等、必要と思われる事業を実施する。 

 

２２  活活動動体体制制のの整整備備  

  各種災害ボランティア養成研修・訓練等を実施する。 

  ⑴ ボランティアの育成 

   ア ボランティアの活動に対する意識を高めるとともに、災害時に活動しやす

い環境づくりを進めるため、普及啓発活動を行う。 

  ⑵ ボランティアコーディネーターの育成 

   ア 市と協力して、ボランティア関係団体の支援のもと、ボランティアコーデ

ィネーターの養成をするとともに、養成したコーディネーターに対し知識、

技術の向上を図るため、フォローアップ研修を実施する。 

     ※ボランティアコーディネーター…災害ボランティアセンターに来所した

ボランティアを、住民からのニーズと結びつけ、オリエンテーション等

を実施し、活動に至るまでの調整を行う。 

  ⑶ 関係機関・団体のネットワーク構築 

   ア 検討会等を通して、関係機関のネットワークを構築する。 

   イ 市に同様の組織が設置されている場合、それらの組織との会合を持つ等し

て関係を構築する。 

     ※関係機関…市（社会福祉課、防災危機管理課）、愛知県社会福祉協議会、 

           知多ブロック社会福祉協議会、民生委員・児童委員連絡協議

会、日本赤十字社、ボランティアグループ、福祉団体、 

愛知県共同募金会 等 

  ⑷ ボランティア等のネットワーク構築 

   ア 災害ボランティアセンター設置・運営訓練、ボランティア交流会等の研修
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会を行うなかで、ネットワークを確立していく。あわせて、災害時に活動が

期待できる団体の発掘及びネットワーク化も進める。 

  ⑸ 情報受発信 

   ア ホームページ（ブログ等を含む）により、各種情報の発信を行う。 

     ホームページ http://www.tokaisyakyo.jp   

「東海市社協」で検索 

      E-mail syakyo-t@na.rim.or.jp 

      Facebook 

      YouTube 

  ⑹ 資機材の整備 

   ア 災害発生時（特に初期段階）に必要な資機材について、随時備蓄を行う。 

  ⑺ 要配慮者に対する活動 

   ア 東海市災害時要配慮者支援制度の活用、啓発を進める。 

イ 民生委員・児童委員との連携を進める。 

ウ 地域福祉サービスセンター事業による個別訪問、地域つながり支援事業に

よる地域活動を推進する。 

⑻ 災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施 

 ア 年に二度（本部１回 支部１回）、広く協力者を求め、マニュアルに基づい

た訓練を実施し、知識、技術の向上を図るとともに、普及啓発活動を行う。 

  ⑼ 市総合防災訓練との連携 

   ア 東海市総合防災訓練で市民に対し、東海市災害ボランティアセンターの活

用方法について普及啓発活動を行う。 

   

３３  他他地地域域ととのの連連携携  

  近隣市町の社会福祉協議会や愛知県社会福祉協議会、災害ボランティア団体と情 

報交換を行い、災害発生時により効率的、効果的な災害ボランティアセンターの運 

営が行えるように交流、連携を行う。 

  また、広域的な災害を想定し、県外の社会福祉協議会との連携についても検討を 

進める。 
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４４  災災害害時時応応援援協協定定先先ととのの連連携携  

  大規模な災害が発生した場合において、被災地の状況とニーズを迅速かつ的確に 

把握し、効率的、効果的な支援活動を相互に行うため、以下の協定先と連携して復 

興支援を行う。また、平時においても情報交換を図り、交流を深める。 

⑴ 岩手県釜石市社会福祉協議会 

⑵ 岩手県下閉伊郡山田町社会福祉協議会 

⑶ 山形県米沢市社会福祉協議会 

⑷ 東海青年会議所（JC） 

⑸ 東海商工会議所青年部 

⑹ 連合愛知知多地域協議会（愛知県社会福祉協議会による協定締結） 

⑺ ライオンズクラブ（愛知県社会福祉協議会による協定締結） 
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市職員非常配備：東海市災害対策活動要綱　別表３（第８条関係）から一部抜粋

市職員警戒配備：東海市地震災害警戒対策活動規定の概要から一部抜粋
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４４  避避難難所所・・一一時時避避難難所所・・予予備備拠拠点点避避難難所所・・応応急急仮仮設設住住宅宅・・福福祉祉避避難難所所一一覧覧表表  

 

＜拠点避難所＞ 

被害を受けるおそれのある者または被災者が避難生活を送るための施設。(災害対策基

本法第 49条の 4の指定緊急避難場所及び同法第 49条の 7の指定避難所に指定) 

No. 地区 名 称 所在地 
収容可能人員 

電話番号 
長期 短期 

1 
名
和 

名和中学校 名和町中首羅 1-1 340 1020 601-2240 
2 名和小学校 名和町山東 10 291 875 603-1151 
3 上野中学校 名和町奥平戸 28 360 1080 603-1248 
4 

荒
尾 

渡内小学校 荒尾町義呂 1-1 250 750 604-0666 
5 平洲小学校 荒尾町片坂 1 291 875 603-0024 
6 明倫小学校 荒尾町土取 1-1 250 750 603-2011 
7 富貴ノ台 平洲中学校 富貴ノ台五丁目 181 350 1050 601-2740 
8 

富
木
島 

富木島小学校 富木島町手代 44 241 725 601-5311 
9 富木島中学校 富木島町向イ 27 400 1200 603-2355 

10 船島小学校 富木島町船島 1-1 250 750 604-3536 
11 富木島公民館 富木島町東山田 7-1 144 432 601-4545 
12 横

須
賀 

横須賀中学校 高横須賀町猫狭間 2 340 1020 32-2241 
13 横須賀高等学校体育館 高横須賀町広脇 1 358 1074 32-1278 
14 

加
木
屋 

加木屋小学校 加木屋町編笠 9 279 837 32-2207 

15 三ツ池小学校 加木屋町鎌吉良根 9 250 750 34-6313 
16 加木屋南小学校 加木屋町泡池 2 286 858 34-9303 
17 加木屋中学校 加木屋町西御獄 18-1 330 990 34-3405 
18 東海南高等学校体育館 加木屋町社山 55 358 1074 34-3811 
 

＜予備拠点避難所＞ 

発生した災害に対する安全性の確認が取れた後に開設する避難所で、発災直後には開

設しない。 

No. 地区 名 称 所在地 
収容可能人員 

電話番号 
長期 短期 

1 名
和 

千鳥津波避難所 名和町一番割中59-2 61  300 601-0315 
2 緑陽小学校 名和町石谷 80 240 720 604-1976 
3 荒尾 加家公民館 東海町二丁目 3-15 62 187 603-0261 
4 大

田 

大田小学校 大田町細田 23 308 925 32-6272 
5 県立東海商業高等学校 大田町曽根 1 358 1074 32-5158 
6 横

須
賀 

横須賀小学校 高横須賀町大塚 36 294 884 32-1291 
7 東海市立勤労センター 高横須賀町枡形 1-7 164 492 33-3377 
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8 加木屋 養父児童館・養父交流の家 養父町宮山 17-1 156 832 32-4614 
※収容可能人員については、学校は体育館、公民館はホールと和室  

 ・長期 おおむね 2日以上とし、寝泊りできるもの。 

 ・短期 おおむね半日ないし 1日とし、寝泊りできないもの。 

 

 

＜一時避難所＞ 

地元の集会所等で、災害時に一時的に避難をすることができる施設。 
No. 地区 名称 所在地 収容可能人員 
1 大田 大田町公民館 大田町蟹田 112 100 
2 

富
木
島 

石ケ根町内会集会所 富木島町石ケ根 110-1 40 
3 伏見集会所 富木島町伏見二丁目 12-1 83 
4 姫島公民館 富木島町南島 20  111 
5 東長口自治会集会所 富木島町東長口 93-3 100 
6 

加
木
屋 

サンヒルズ加木屋集会所 加木屋町社山 313 68 
7 百合ケ丘集会所 加木屋町北鹿持 40-24 74 

8 
大池集会所・大池健康交流

の家 
加木屋町北鹿持 4-3 

120 

9 大堀集会所 加木屋町東大堀 28-21 130 
 

 

＜応急仮設住宅＞ 

市が被災者の一時的な居住の安定を図るため、応急仮設住宅を設置（災害救助法） 

応急仮設住宅建設可能箇所、建設可能戸数（標高 5.0ｍ以上） 

No 地区 名 称 所在地 
1 

名
和 

平地公園野球場（９０戸） 名和町法秀 1-1 
2 南寺廻間ちびっこ広場（２４戸） 名和町南寺廻間 74-1 
3 緑陽公園（２２戸） 名和町上大廻間地内 
4 

荒 

尾 

聚楽園公園（１６戸） 荒尾町西廻間 2-1 
5 加家公園（４戸） 荒尾町中切 1 
6 清掃センター駐車場（２０戸） 荒尾町南奥山 7-19 
7 渡内１号公園（６戸） 荒尾町狐狭間 12-1 
8 渡内２号公園（１２戸） 荒尾町登立 91 
9 渡内３号公園（１４戸） 荒尾町前田 79 

10 仲田公園（６戸） 荒尾町仲田 232 
11 脇ノ田公園（６戸） 荒尾町脇ノ田 151 
12 二本木公園（４戸） 荒尾町二本木 98 
13 富木島 清長公園（８戸） 富木島町大清水 1-99 
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14 上野台公園多目的広場（６４戸） 富木島町山田 7-1 
15 

富
貴
ノ
台 

一ツ根公園（４戸）  富貴ノ台一丁目 208 
16 如来山公園（１０戸） 富貴ノ台二丁目 152 
17 藤池公園（８戸） 富貴ノ台四丁目 38 
18 稲葉公園（６戸） 富貴ノ台五丁目 157 
19 平山公園（８戸） 富貴ノ台六丁目 184 
20 

中 

央 

庁舎池下駐車場及び商工センター駐車場（２８戸） 中央町一丁目 167  
及び四丁目 1 

21 池下公園（１２戸） 中央町一丁目 168 
22 大池公園（野球場８７戸、多目的広場８６戸） 中央町三丁目 1 
23 

中
ノ
池 

汐見ケ丘公園（４戸） 中ノ池一丁目 3-3 
24 中ノ池ちびっこ広場（２０戸） 中ノ池二丁目 10-1 
25 中ノ池公園（８戸） 中ノ池六丁目 1-1 
26 

加
木
屋 

南平井公園（４戸） 加木屋町一丁目 164 
27 島田公園（４戸） 加木屋町一丁目 93 
28 大堀公園（４戸） 加木屋町二丁目 95 
29 三ツ池公園（４４戸） 加木屋町栗見坂 3-1 
30 加木屋南公園（２８戸） 加木屋町南鹿持 16-1 
31 向山ちびっこ広場（３０戸） 加木屋町山之脇 37 
32 大清水公園（１２戸） 加木屋町大清水 443 
33 旧汐見が丘プール跡地（１２戸） 加木屋町西御門 28-12 
34 南鹿持 No,1 ちびっこ広場（４戸） 加木屋町南鹿持 27-1 
35 社山西公園（８戸） 加木屋町社山 183 
36 社山南公園（４戸） 加木屋町社山 309 
合計７３１戸（東海市防災計画附属資料 P62） 
 
 
＜福祉避難所＞ 
災害発生時に拠点避難所での生活において、配慮を必要とする方々のために開設する

避難所です。 
※ 福祉避難所は、災害発生後、準備が出来次第、避難者の受け入れを始めます。 
  発災時は、まず、拠点避難所へ避難してください。 
  その後、福祉避難所の準備が出来てから利用していただきます。 
福福祉祉避避難難所所  協協定定締締結結先先  
No. 地区 名称 所在地 

1 
名
和 

社会福祉法人 青山会 
特別養護老人ホーム 東萌山苑  

名和町東萌山 45   

2 
社会福祉法人 檸檬 
特別養護老人ホーム レモンの樹東海  

名和町南之山 10-12  
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3 
荒
尾 

社会福祉法人さつき福祉会 
障害者支援施設さつき  

荒尾町油田 48-7 

4 
社会福祉法人さつき福祉会 
障害者支援施設さくら  

荒尾町油田 48-7 

5 富
木
島 

社会福祉法人東海 
特別養護老人ホーム 東海の里  

富木島町藤ノ棚 1-1  

6 
医療法人コジマ会 
介護老人保健施設 東海  

富木島町八幡南 20   

7 
中
ノ
池 

社会福祉法人福寿園 
特別養護老人ホーム 東海福寿園  

中ノ池三丁目 1-9  

8 
養
父 

社会福祉法人あゆみの会 
障害者支援施設 ドリームハウス 

養父町横枕 22  

9 
NPO 法人 東海市在宅介護家事援助の会ふれ愛 
高齢者支援施設 ふれ愛 

養父町苅宿 31-1  

10 

加
木
屋 

医療法人東海 
介護老人保健施設 サザン東海  

加木屋町西御嶽 40-1 

11 
社会福祉法人さつき福祉会 
障害者支援施設 あじさい  

加木屋町鎌吉良根 78  

12 
社会福祉法人さつき福祉会 
障害児支援施設 カトレア 

加木屋町東大堀 2-8  

13 
社会福祉法人東海市社会福協議会 
高齢者支援施設 東海市加木屋通所介護事業所 

加木屋町南鹿持 27－
1 

14 
社会福祉法人清凉会 
特別養護老人ホーム 東海清凉苑 

加木屋町冬至池 4-15  

15 
社会福祉法人健志会 
特別養護老人ホーム セレナ東海 

加木屋町裾 77-1 

 
（東海市防災計画附属資料 P62） （東海市地域防災計画附属資料 P49）
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